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さる 2016年３月 29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立した。このなかには 20本程

度に及ぶ法律の改正が含まれているが、特に仕事と育児・介護の両立支援に関する改正部分について

は、2017 年１日１日１の施行に向けて、あらゆる企業で就業規則等の改定が必要となる。そこで、こ

の改正内容を育児関係・介護関係の２回に分けて解説することとしたい。まず今回は、改正内容が多

岐にわたる介護関係について説明する（育児関係については７月に発信予定）。 

育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）に

おける介護関係の主な改正内容は図表の通りである。介護休業（93日）については、対象家族１人に

つき「常時介護を必要とする状態ごとに１回」だったのが、３回を上限として分割取得が認められる

ことになった。もともと介護休業は、長い介護を全うするための休業ではなく、仕事と介護の両立体

制を構築するための休業、あるいは看取りのための休業として法制化されたものである。今回の改正

により、たとえば①突然の入院等により最初に介護に直面した時期、②要介護者が退院して在宅介護

をスタートさせる時期、③要介護者の状況が悪化して施設介護に移行する時期など、仕事と介護の両

立体制を組み直さなければならないタイミング毎に、分割して休業を取得することが可能となる。 

介護休暇（年５日、要介護者が２人以上の場合は年 10日）はこれまで１日単位の取得となっていた

が、改正により、半日単位の取得が可能となる。仕事と介護の両立においては、ケアマネジャー等と

のコミュニケーションが重要なポイントとなるが、ケアマネジャー等との打合せのために休暇を取得

する場合、まる１日の休暇を５回取得するよりも、半日の休暇を 10回取得できるほうが効果的だとい

う介護者の声に応えた見直しだといえる。また、介護のための選択的措置義務（短時間勤務、フレッ

クスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成等から事業主が選択）

については、従来は介護休業と通算して 93日までだったが、介護休業とは別に、利用開始から３年の

間で、少なくとも２回以上の利用（申し出）が認められることになった。さらに、介護終了までの期

間について、労働者が所定外労働の免除を請求できる権利が新設されたことも注目される（ただし、

請求期間等について一定の制約はある）。これらはいずれも日常的な介護ニーズへの対応を念頭に置い

たものであり、先が見えない介護期間を、できる限り普段通り働きながら、仕事と介護を両立してい
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くことを支援するための改正だといえよう。 

有期契約労働者については、これまで①雇用期間１年以上、②93 日以降の雇用継続見込み、③93

日～１年までに労働契約が更新されないことが明らかでないこと、が介護休業の取得要件となってお

り、特に②がネックとなって取得できないケースが問題視されていた。改正後は、②が削除され、③

も「93日～６ヵ月までの間に、労働契約満了が明らかでない」に緩和された。 

また、介護休業等の対象家族については、従来「配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養

している祖父母、兄弟姉妹及び孫」であったが、改正により、「祖父母、兄弟姉妹及び孫」の条件が緩

和され、同居・扶養していない場合も対象に含められることになった。これにより、祖父母、兄弟姉

妹及び孫の遠距離介護に関しても、介護休業等が取得できることになる。 

 

図表：仕事と介護の両立支援制度の見直し 

 

注：この他、従来からあった「介護休業の取得を理由とする不利益取扱いの禁止」に加えて、上司、同僚などが職場におい

て、介護休業を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止するための措置（労働者への周知・啓発、相談

体制の整備等、詳細は指針で規定）が事業主に義務化される。 

資料：厚生労働省資料より。 

 

 なお、介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」については、介護休業が法制化され

たのが介護保険制度創設前であったという経緯もあり、介護保険上の要介護認定と連動していない。

具体的には、日常生活動作における介助の必要性、問題行動の程度によって、「常時介護を必要とする

状態」かどうかが判断されることになっている（厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判

断基準」（平成７年婦発第 277 号・職発第 696 号）２）。また、この「常時介護を必要とする状態」に

関する判断基準については、厚生労働省に 2016年５月に設置された研究会３において、現在の状況に
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合わせた見直しが検討されており、この検討の動向についても注視する必要がある。 

 

                                                
１ 法定の介護休業期間中に雇用保険から給付される介護休業給付については、2016 年８月に休業前賃金の 67％に引き上げ

られる（現行は 40％）。 
２ 詳細については、以下のＵＲＬを参照されたい。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html 
３ 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準に関する研究会。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

